
Ⅰ 低所得者の現状

『平成 20年版厚生労働白書』によれば、労働
力率が 2006（平成 18）年と同水準で推移した
場合、2006（平成 18）年と比較して、労働力
人口は 2030（平成 42）年には約 1,070 万人も
減少することが見込まれている。労働力人口の
減少を緩和するために、今後、若者、女性、高

齢者、障害者等の労働市場への参加を実現する
必要性が明記されている1）。つまり、将来的に
は労働者不足が懸念されおり、明らかな売り手
市場が到来する可能性がある。
しかし、今日の日本社会は、雇用側の力が強
い買い手市場であり、低所得者の増加が著しい
状況である。国税庁の調査によると、年収 300

万円以下の労働者数は 2000（平成 12）年では
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「1,507万人」であったが、2003（平成 15）年
では「1,607万人」、2005（平成 17）年では「1,692

万人」と年々増加し2）、同時に全労働者に占め
る割合も 2000（平成 12）年には「33.6％」で
あったが、2007（平成 19）年には「38.6％」と
年々増加している3）〔表 1参照〕。
日本においては、年収が 300万円以下の労働
者数増加と比例して、非正規雇用の労働者は
年々増加している。1989（平成元）年の非正規
雇用の労働者数（非正規の職員・従業員数）は
「817万人」であり、労働者全体の「19.1％」の
割合であったが、年々増加の一途を辿り 2008

（平成 20）年には「1,760万人」に増加し、労
働者全体の「34.1％」を占めるようになった4）

〔表 2参照〕。
厚生労働省は、「就業形態の多様化に関する

総合実態調査」において、「いわゆる非正規雇

用者」を、下の表 3のように「契約社員」「嘱
託社員」「出向社員」「派遣労働者」「臨時的雇
用者」「パートタイム労働者」の 6つに区分し
ている5）〔表 3参照〕。
一方、2004（平成 16）年の社団法人日本経

済団体連合会「春季労使交渉・労使協議に関す
るトップ・マネジメントのアンケート調査」に
よると、「長期雇用労働者中心だが、パート・
派遣等の比率を拡大する」とする企業が約 5割
と最も多くなっている6）。つまり、労働力人口
が減少すると見込まれているにもかかわらず、
企業側は「人件費の抑制」と「不景気になった
場合の人的負債リスクの軽減」を鑑みて、正規
雇用者（正規職員・従業員）の雇用を増加・維
持するよりも、非正規雇用者（非正規職員・従
業員）を増加させることを選択していることが
透けて見える。

表 1 日本における年収 300万円以下の労働者の人数と割合

統 計 年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

300万円以下労働者数（万人） 1,507 1,549 1,559 1,607 1,666 1,692 1,741 1,752

全労働者に占める割合（％） 33.6 34.4 34.9 36.0 37.5 37.6 38.8 38.6

出典：平成 16年並びに平成 19年の「民間給与実態統計調査」を基に筆者が作成3）

表 2 日本における非正規雇用労働者の人数と割合

統 計 年 1989年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

非正規の職員・従業員数（万人） 817 1,451 1,504 1,564 1,633 1,677 1,732 1,760

全労働者に占める割合（％） 19.1 29.4 30.4 31.4 32.6 33.0 33.5 34.1

派遣労働事業所の派遣社員数（万人）データ無 43 50 85 106 128 133 140

出典：総務省統計局「労働力調査 長期時系列データ」を基に筆者が作成4）

表 3 日本における非正規雇用者の分類

契約社員・職員：特定職種に従事し専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者。
嘱託社員・職員：定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者。
出向社員・職員：他企業より出向契約に基づき出向してきている者。
派遣労働者：「労働者派遣法」に基づき派遣元事業所から派遣されてきている者。
臨時的雇用者：臨時的に又は日々雇用している労働者で、雇用期間が 1か月以内の者。
パートタイム労働者：正社員より 1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者

出典：「平成 19年就業形態の多様化に関する総合実態調査」5）
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実際に、正規雇用者と非正規雇用者とでは、
年収（給与所得）に格差がある。2008（平成
20）年の雇用形態別賃金をみると、正規雇用者
では「 316.5 千円：平均 40.4 歳、勤続 12.5

年」、非正規雇用者では「194.8千円：平均 43.8

歳、勤続 6.3年」となっており、年収には 1.5

倍の格差がある7）。また、2007年度の労働力調
査によれば、非正規雇用者は、「パート・アル
バイト」「派遣社員」「契約社員・嘱託」に分類
され、年収 300万円以下給与所得者では、正規
雇用者は「31.0％」と 3分の 1未満の割合であ
るが、パート・アルバイトは「99.2％」、派遣
社員は「83.3％」、契約社員・嘱託は「72.9％」
に上り大半が年収 300万円以下である。逆に年
収 500万円以上給与所得者では、パート・アル
バイトでは「0.3％」、派遣社員では「1.6％」、
契約社員・嘱託では「6.3％」というように非
正規雇用者で少なく、正規雇用者では「32.5

％」に上り 3分の 1の割合を占めている8）〔表

4参照〕。
このように、300万円以下の低所得者層が増
加した経緯とは何か。低所得者層の多くを占め
ると思われる非正規雇用を労働者自らが選択し
たのだろうか。それとも、望まぬ非正規雇用を
強いられているのだろうか。

Ⅱ 非正規雇用増加の経緯

低所得者と深い関係をもつものに非正規雇用
の増加が挙げられる。非正規雇用は特に若年者
と密な関係を持っている。「ネットカフェ難民」
との造語を世に広めた水島（2007）は、非正規
雇用者数が、1998（平成 10）年では「1,173万
人」であるのに対し、2007（平成 19）年には
「1,700万人以上」に大幅に増加している状況の
みならず、15歳から 24歳で学校に通っていな
い人のうち、非正雇用者・無業者の割合が、1999

（平成 11）年には男性で「30.3％」、女性で
「43.8％」であるのに対し、2007（平成 19）年
には男性で「44.9％」、女性で「53.6％」にのぼ
るという事実を指摘している9）。まさに、非正
規雇用は若年者の間に浸潤しているのである。
若年者の非正規雇用は、「フリーター」とい

う用語で説明されることが多い。フリーターと
は、1980年代後半にアルバイト情報誌の『フ
ロム・エー』が、組織に縛られず自由な生き方
をする新たな若者像として広めたものである。
この用語が登場した当時は、バブル景気の影響
もあり、フリーターは自ら望んでなる者であ
り、望ましい生き方であるとする思想がメディ
アでは支配的であった。しかし、2000年代に
入ると、田中（2007）の指摘通り、フリーター
に対する世の中の視線は厳しくなり、不況やニ
ューエコノミーの浸透により、正社員としての
就職先が減少したにも関わらず、非正規雇用者
に対しては、自己責任とする風潮が強まってい
る10）。
しかし、正規従業員以外の雇用者の中には、
その職に不本意ながら就いている者が一定割合
存在しており、近年増加の傾向が見られる。厚

表 4 日本における就業形態別年収分布（2007年度）

正規雇用者 非正規雇用者

正規職員
・従業員

パート・
アルバイト派遣社員

契約社員
・嘱託

収入なし － － － －

50万円未満 0.8％ 16.8％ 6.0％ 3.4％

50～99万円 1.6％ 36.3％ 12.0％ 7.4％

100～149万円 4.0％ 25.5％ 15.0％ 14.8％

150～199万円 6.1％ 10.1％ 18.0％ 16.4％

200～299万円 18.5％ 6.7％ 30.8％ 28.9％

300～399万円 19.1％ 1.5％ 12.8％ 14.8％

400～499万円 15.1％ 0.5％ 2.3％ 6.0％

500～699万円 17.2％ 0.2％ 0.8％ 4.0％

700～999万円 11.8％ 0.1％ 0.8％ 1.7％

1000～1499万円 3.0％ 0.0％ 0.0％ 0.3％

1500万円以上 0.5％ 0.0％ － 0.3％

出典：厚生労働省政策統括官付政策評価官室「労働
力調査（詳細集計）（2007年平均）」8）
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生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態
調査」により正規従業員以外の雇用者につい
て、現在の働き方を選択した理由を見ると、
「自分の都合の良い時間に働けるから」、「通勤
時間が短い」などの積極的な理由の回答割合が
高いが、1999（平成 11）年と 2003（平成 15）
年を比較すると、「勤務時間や労働日数が短
い」「自分の都合の良い時間に働ける」「家庭の
事情や他の活動と両立しやすい」等の自ら積極
的に非正規雇用形態を選択した回答割合は低下
しており、「正社員として働ける会社がなかっ
た」と止むを得ず非正規雇用を選択した回答割
合が「14.0％」から「25.8％」へと上昇してい
る11, 12）〔表 5参照〕。
非正規雇用者に関して、我が国はどのように
法律を整備し、政策を進めてきたのだろうか。

Ⅲ 国の非正規雇用に対する政策
－労働者派遣法の成立－

国の労働者政策は、戦前の炭鉱や工事現場等
での過酷な労働や、手配師による不当な中間搾
取が横行したことなどの反省にたち、第 2次世
界大戦後は新しい理念のもとで再出発した。
国際労働機関（ILO）は、アメリカ合衆国の

フィラデルフィアで開催した 1944（昭和 19）
年 5月 10日の第 26回総会において、国際労働
機関の目的及び加盟国の政策の基調をなすべき
原則である「国際労働機関の目的に関する宣
言」を採択した。宣言の中では、「労働は、商
品ではない」「一部の貧困は、全体の繁栄にと
って危険である」「欠乏に対する戦は、各国内
における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及

び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地
位において、一般の福祉を増進するために自由
な討議及び民主的な決定にともに参加する継続
的且つ協調的な国際的努力によって、遂行する
ことを要する」ことが高らかに明示された。
さらに、国際労働機関は、第 2 次世界大戦

後、各国で確立すべき労働関連について国際基
準を定めた。国際労働機関は、1948（昭和
23）年 7月 9日の第 31回総会で「職業安定組
織（88号）条約」を採択し、1949（昭和 24）
年 7月 1日の第 32回総会で「有料職業紹介所
（96号）条約」を採択し、就職に介在する営利
業者（間接雇用の弊害）の排除を推進した。日
本も、国際動向に従って、両条約に批准すると
ともに、1947（昭和 22）年に「職業安定法」
を制定し、第 44 条で「労働者供給事業を禁
止」している。また、同年に制定された労働基
準法第 6条においては、「中間搾取を禁止」し
ている。企業等の経営者は、労働者を直接雇用
することが原則となり、間接雇用は禁止された
のである。
しかし、高度経済成長等の経済的ニーズの高
まりによるマンパワー不足の解消に向けて、公
的機関が即応して有効的かつ効率的にマンパワ
ー需要を満たすことが難かったため、民間企業
による違法的な労働派遣が行われるようになっ
てきた。違法問題に対応し、派遣労働者を守る
という大義名分を掲げ、1985（昭和 60）年に
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の就業条件の整備等に関する法律」（以
下「労働者派遣法」と明記）が成立した。これ
により、システムエンジニア・通訳等の専門職

表 5 非正規雇用を選んだ理由の割合

勤務時間・
労働日数が短い

自分の都合の良い
時間に働ける

家庭の事情や他の
活動と両立しやすい

正社員として働ける
会社がなかった

平成 11年 26.3％ 32.8％ 29.4％ 14.0％

平成 15年 23.2％ 30.9％ 22.6％ 25.8％

出典：平成 11年並びに平成 15年の「就業形態の多様化に関する総合実態調査」を基に筆者が作
成11, 12）
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の派遣労働が認められ、同法は 1986（昭和
61）年に施行された。
日本よりも先に「労働者の派遣に関する法

律」が導入されたフランス・イタリア・ドイツ
では、正規雇用者と非正規雇用者の「同一労働
条件かつ同一労働待遇」が法律に明記されてい
る。さらに、欧州各国の制度における「労働
者」とは、雇用する企業の繁忙期における「一
時的労働（temporary work）」であり、季節労働
者である酒蔵の「杜氏」のような意味合いを持
っていた。ところが、日本政府は諸外国の先進
的制度を導入するといいながら、労働者の権利
よりも経営者側の利益を優先した。意図的に
「派遣労働（dispatch work）」と訳し「一時的労
働」の意味合いを無くして長期間労働を可能と
し、正規雇用者と非正規雇用者の「同一労働条
件かつ同一労働待遇」は、法律の中に明記しな
かった13）。
その後、1995（平成 7）年に経済団体のひと
つであった日経連が「新時代の日本的経営」を
発表した。これは、これからの従業員を 3グル
ープに分けることを目指すものであった。同構
想の第 1グループは、「長期蓄積能力活用型」
である。これは、企業を支える人材の中でエリ
ートを選び、それらの人びとに長期で安定した
雇用を保証するグループである。このグループ
には、管理職や総合職が想定されている。また
第 2グループは、「高度専門能力活用型」であ
る。これは、高度な専門性をもっている職種の
人材がいくつもの職場を渡り歩くことをイメー
ジしたグループである。このグループには、企
画・研究などの専門職が想定されている。そし
て第 3グループは、「雇用柔軟型」である。こ
れは、産業構造や景気の動向に敏感に経営者が
対応できるように、パート・アルバイト・契約
社員等を想定して発表されたものである。
これらのうち、期間の定めがなく雇用される
のは、第 1グループの「長期蓄積能力活用型」
のみであり、第 2、第 3グループの人材は有期
雇用が想定されていた。この発表がされるまで

の日本は終身雇用、年功序列を基本としてお
り、上記の発表は新時代の幕開けを予感させる
ものであった。

1996（平成 8）年には、労働者派遣法の改正
により、派遣労働の対象職種に研究開発・アナ
ウンサーなどが追加され、派遣が許される業種
は 26種類に増加した。
規制緩和の波は留まることなく、1999（平成

11）年には、再び労働者派遣法は改正され、派
遣が許される職種は製造・建設・警備・港湾運
送・医療の一部を除いて原則自由化された。派
遣労働が原則自由化されたことで、企業は「業
績悪化」「倒産回避」という大義名分の下、「終
身雇用」や「直接雇用」という責任を放棄し
た。何よりも、人件費削減による利益捻出方策
として「アウトソーシング」を優先し、不足す
る正規雇用者（職員・従業員）の労働力の代替
（補充）として非正規雇用者（派遣労働者）が
雇用された。
さらに 2003（平成 15）年には、3度目の労

働者派遣法の改正が行われ、製造業への派遣が
解禁となった。
この結果、派遣労働者が急増し、派遣労働市
場（事業所件数と売上高）は急成長した。1993

（平成 5）年には「約 57万 4千人」であった派
遣労働者は、14年後の 2007（平成 19）年には
「約 381 万 2 千人」と「約 6.63 倍」に急増し
た。また、派遣事業者数と年間売上高は、1993

（平成 5）年には「8,615ヵ所」「9,488億円」で
あったものが、14年後の 2007（平成 19）年に
は「50,149 ヵ所（5.8 倍）」「6 兆 4,652 億円
（6.8倍）」となり、派遣労働市場は非常に膨ら
んだ。一方、非正規雇用である派遣労働者を導
入する企業（派遣先）も、1993（平成 5）年に
は「176,150 件」であったが、14 年後の 2007

（平成 19）年には約 7.2倍の「1,269,823件」に
増加した14）〔表 6参照〕。
労働者派遣法が成立した 1985（昭和 60）年

当時は、派遣労働者といえば上記のようにシス
テムエンジニアや通訳等の専門性が高い一部の
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労働者であった。その後、日本社会はバブル経
済期に突入し、人手不足に陥ったため、労働者
の雇用環境は良好であったし、仮に非正規雇用
労働者がいたとしても、それは非正社員の道を
労働者自ら選択した者に過ぎなかった。また、
当時は高等学校卒業生の就職環境も良好であ
り、若年者の非正規雇用についても問題にされ
ることは少なかった。高卒就職について、その
日本的メカニズムを明らかにした教育社会学者
の苅谷（1991）は、当時の高卒就職環境につい
て、「日本において大学に進学せずに就職する
若者たちの問題は、ありあまる求人を満たせな
いことにある15）。」と述べている。このような
記述からも、当時の雇用環境が今日といかに違
うかを知ることができる。
その後、日本社会はバブル経済の崩壊に襲わ
れ、企業は経営方法の変更を迫られることにな
る。1995（平成 7）年に日経連から発表された
「新時代の日本的経営」は、不況に突入した日
本社会を、新たな経営スタンスで乗り切ろうと

するものであった。
1999（平成 11）年と 2003（平成 15）年に相
次いで改正された労働者派遣法は、同法が成立
した時代と趣を異にしている。同法が制定され
た 1985（昭和 60）年には、システムエンジニ
ア・通訳等の専門性が確立されている職業のみ
に派遣労働が解禁されたのに対し、1999（平成
11）年、2003（平成 15）年の改正は、それぞ
れ規制を緩和し、医療等の一部を除いて、原則
派遣労働は自由化された。こうした改正が行わ
れた背景には、経営者側の意向が強く反映され
ていると水島（2007）は述べている16）。今日の
日本において、派遣労働者は経営者にとって好
都合である。なぜなら、派遣労働は間接雇用で
あるから、派遣先企業は社会保険等に加入する
経費を削減できるし、正規雇用者より安価に雇
用できる。しかも、必要なときには一時的に雇
用し、不要になれば人員整理を図ることもでき
る。このような労働環境を、弁護士の中野
（2006）は「労働ダンピング」と呼んでい

表 6 日本における労働者派遣事業における労働者・事業者の推移状況

統 計 年 1993年 1998年 2003年 2007年

派遣労働者数（人） 574,686 895,274 2,362,380 3,812,353

派遣先件数（件） 176,150 285,046 424,853 1,269,823

派遣事業者数（ヵ所） 8,615 10,011 16,804 50,149

年間売上高（億円） 9,488 15,706 23,614 64,652

出典：平成 12年度並びに平成 19年度の「労働派遣事業の事業報告」を基に筆者が作成14）

表 7 労働者派遣法制定以降の動き

1985年 昭和 60 ○「労働者派遣法成立」
それまで間接的雇用は全業種で禁止

1986年 61 ○「労働者派遣法施行」
・システムエンジニア、通訳等の専門性が確立している業種で派遣解禁

1995年 平成 7 ○「日経連『新時代の日本的経営』発表」
・「長期蓄積能力活用型」、「高度専門能力活用型」「雇用柔軟型」の 3グ
ループに分ける構想を示す

1999年 11 ○「労働者派遣法改正」
・製造、建設、医療等の一部を除いて、派遣対象が原則自由化

2003年 15 ○「労働者派遣法改正」
・製造業への派遣を解禁
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る17）。ダンピングとは安売りのことであるが、
今日の日本では正に労働ダンピングが横行して
いるといえよう。
ここまで、営利や利潤を追求する企業を中心
に、派遣労働の実態や状況を確認しながら歴史
的経緯を俯瞰してきた。しかし企業のみなら
ず、非営利で公的要素の強い社会福祉法人にお
いても非正規雇用や派遣労働が広がりつつあ
る。社会福祉法の第 1 条には、「～前文省略
～：社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保
及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を
図り、もつて社会福祉の増進に資することを目
的とする」と明記されており、社会福祉事業の
適正な実施の確保や事業の健全な発達が求めら
れている。法の目的を遵守し、「対人援助」業
務が中心であり、人間の尊厳や権利を擁護する
理念と使命を遂行する社会福祉法人や社会福祉
施設については、派遣労働が進展していないと
考えることもできる。しかし、マンパワーが福
祉サービスを担保する重要な基盤となる福祉施
設でも、1999（平成 11）年の「労働者派遣
法」の改正による業種限定の規制緩和、2003

（平成 15）年の福祉施設等への医療職派遣事業
の解禁以来、福祉施設でも非正規雇用者が一定
の割合で雇用されている。
中央福祉人材センターの「福祉分野の求人・
求職動向」によれば、2004（平成 16）年にお
いて社会福祉施設（雇用側）の非正規職員求人
の割合が「54.5％」であったが、求職者（被雇
用側）の内、非正規職員を希望している者の割
合は「15.6％」と乖離状態にあった。2008（平
成 20）年において社会福祉施設（雇用側）の
非正規職員求人の割合が「47.2％」と減少し、
求職者（被雇用側）の内、非正規職員を希望し
ている者の割合は「19.1％」となり、多少の差
は縮まっている。しかし、2008（平成 20）年
における正規職員求人の割合は「52.8％」であ
り、2006（平成 18）年における「45.6％」より
も「7.2％」増加しているが、2008（平成 20）
年における正規職員求職の割合は「69.0％」で

あり、2006（平成 18）年における「59.0％」よ
りも「10％」も増加しており、ますます正規職
員雇用における需要と供給の差が広がってい
る。つまり、正規職員雇用を取り巻く求人数と
求職数のバランスは依然として大きな乖離状態
にある18～20）〔表 8参照〕。
介護者等の人材不足である福祉施設におい

て、求職者の多くが正規職員雇用を希望してい
るにもかかわらず、非正規職員の求人割合が多
い実態が浮き彫りとなっている。社会福祉施設
は「人間（利用者）の権利を守ること」を使命
としながらも、一方で非正規雇用者を一定割合
で雇用し続け、「労働者側に立って、労働者
（職員）の権利を保護できていない」というデ
ィレンマを抱えている。

Ⅳ 非正規雇用者に対する社会からの眼差し

1989（平成元）年に労働者全体の 5分の 1を
占め、2008（平成 20）年には労働者全体の 3

分の 1を占めるようになった「非正規雇用労働
者」に対する世間からの眼差しは厳しい。教育
社会学者の本田（2005）は、詳細なメディア分
析を通して、非正規雇用者（ここではフリータ
ー）への眼差しが 1990年代と 2000年代では肯
定から否定へと 180度転換したことを示してい
る21）。しかし、非正規雇用者が増加した背景に
は、これまで述べてきたように景気の後退や労
働者派遣法の成立等、労働者を取り巻く外部環
境が変化したためであり、それを労働者個人の

表 8 社会福祉施設の「求人」「求職」における
雇用形態の比較

統 計 年 2004年 2006年 2008年

求人
（雇用側）

正規職員 42.8％ 45.6％ 52.8％

非正規職員 54.5％ 53.7％ 47.2％

求職
（被雇用側）

正規職員 61.8％ 59.0％ 69.0％

非正規職員 15.6％ 14.9％ 19.1％

出典：平成 16年度、平成 18年度、平成 20年度
の「福祉分野の求人・求職動向」を基に筆
者が作成18～20）
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責任に帰するのは誤りである。
近年では企業が労働者を採用する際に求める
人材像が変化している。本田（2005）は、企業
が労働者を採用する際に重視する項目として、
以前は思想的穏健さや協調性、抽象的な精神
論、学業成績や基礎的な常識が重視されていた
のに、それが今日では、思考力や柔軟性、問題
意識、変革心、目標実行力などが重視されてい
ることを明らかにし、今日求められているよう
な能力を「ハイパー・メリトクラシー」と名付
けた22）。「ハイパー・メリトクラシー」とは、
「人間力」等で表現されるような尺度のはっき
りしないコミュニケーション能力が重視されて
いるものである。
確かに、今日の日本では、「コミュニケーシ

ョン能力」と呼ばれる、対人関係をいかに円滑
に進めていくかに関する能力が重視されてお
り、この能力は学力以上に重視されている可能
性もある。コミュニケーション能力が優れた労
働者は今日の厳しい労働環境の中でも生きてい
けるが、それが劣る者は労働者として半人前と
して扱われる。あるいは最初から労働者として
社会に参入できない。
しかし、コミュニケーション能力とは、人間
が社会人として働いていく間に培われるものな
のではないであろうか。例えば、名刺の渡し方
や電話対応の仕方は、最初は誰もがわからない
ものである。例え、対人関係が苦手な者であっ
ても、社会人として経験を積むことにより、少
しずつコミュニケーション能力は身に付いてい
くものである。
加えて、今日の日本では、企業等の雇用する
側に時間的・経済的な余裕がなく、即戦力とな
る労働者のみを雇用する傾向がある。コミュニ
ケーション能力が高くないため、正規雇用者と
して労働市場に参入できなかった者について、
「自己責任」という烙印を押し、非正規雇用と
して採用することで済ませていいのだろうか。
また、貧困問題において、労働環境はしばし
ばイス取りゲームに例えられる23, 24）。現在の

日本社会の労働環境をイス取りゲームにたとえ
ると、バブル経済期までは、10人でゲームを
していて、イスが 10脚あった。しかし、雇用
環境が悪化した今日では「正規雇用」というイ
スの数は大きく減少している。そうした中でゲ
ームに参加する人数が変化していないとした
ら、イスに座れなかった者は、正規雇用の切符
を得ることができず、非正規雇用者（フリータ
ー、派遣労働者等）にならざるを得ない。
このような環境では、非正規雇用者はまとも
な収入を得ることができず、生活を維持するの
は困難になる。こうした中、現在の日本では、
貧困問題がメディアでも取り上げられるように
なってきている。
厚生労働省は、企業等が非正規雇用を推進す
る原因について「グローバル化を背景とした国
際的な経済競争の強まりによって、生産性の向
上とコスト削減が追求され、企業は正規雇用と
非正規雇用の組み合わせを変えることでコスト
削減を図る経営戦略を強めている」結果である
と指摘している25）。言い換えれば、「非正規雇
用推進」という一方的な雇用者側の論理や制度
構築について、国民（労働者）を守るべき国
（厚生労働省）が労働関係法を都合よく解釈す
ることで、公に認めているのである。
国際労働機関の常任理事国である日本では、

「労働者は商品ではない」という原則を盾にし
ながら、労働者派遣法を制定し、派遣労働施策
を推し進めてきた。そのため、「労働者」は
「組織を発展させる財産」というより、不景気
や経営状況悪化の観点から俯瞰すれば、むしろ
「組織場の負債」「雇用調整の道具」として位置
づけられてきた。永年に渡り、「組織場の負
債」「雇用調整の道具」であると印象付けられ
てきた「労働者」に対する雇用側の認識を簡単
に変革することは難しい。人材不足の社会福祉
施設ですら、非正規雇用を推し進めている状況
が日本社会なのである。
この様に、国や社会福祉施設が非正規雇用を
容認している状況では、非正規雇用者への社会
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の眼差しはより一層厳しいものとなる。

Ⅴ 非正規雇用者の貧困問題と権利侵害

これまで述べてきたように、社会の変化に伴
い、非正規雇用者は増加し、その責任を労働者
個人に求める風潮が日本では根強い。こうした
中、非正規雇用者の収入は、正規雇用者よりも
低く、生活を維持することが困難な場合があり
貧困に陥る者もいる。
「一億総中流」と言われ、国民の多くが自分
の所属階層を「中流」と答えた高度経済成長期
から時は流れ、今再び貧困問題がメディアで取
り上げ始められている。しかし、世の中の貧困
者に対する視線は前述の非正規雇用者に対する
ものと同様に「自己責任」とするところが大き
い。「貧困＝個人の自己責任」の思考方式が世
の中で通用する理由として、貧困者支援を行っ
ている湯浅（2008）は、世間の多くの人びとが
自分の経験をもとにして、物事を判断するから
であるとの考えを示している26）。例えば、風邪
をひいた人に対して多くの人が優しい眼差しを
向けるが、それは自分自身も風邪をひくことが
あり、そのときの辛さを理解できるからであ
る。しかし、貧困は、社会の多くの人が体験し
ないことであるから、共感することが難しいの
である。貧困者に対して、貧困ではない者は、
「自分は頑張ってここまで来たのだから、お前
も頑張れ」という言葉をかけることがあるが、
ここでの頑張りとは、多くの場合、自分が想定
する範囲内の状況の大変さや頑張りに限定され
ている。湯浅（2008）はこのことに関して、貧
困者は多くの「溜め」が失われたため貧困状態
に陥っているとの見解を示している。「溜め」
とは、有形・無形の頼れるものであり、貯金や
頼れる親族・友人・自分自身を大切に思えるこ
となどが挙げられる。例えば、仮に失業したと
しても貯金があればしばらくは生活できるし、
頼れる親族や友人がいれば援助をしてもらえる
かもしれない。また、たとえ自身が辛い状況に
陥ったとしても自分自身を肯定的にとらえるこ

とができれば自暴自棄にならずに済む。貧困者
には、このような溜めが失われているとする湯
浅の考え方には筆者も共感を覚える。
また湯浅は、貧困状態にある者は社会から

「五重の排除」にさらされているとも述べてい
る27）。「五重の排除」とは、以下の 5つの排除
からなる。まず第 1に、「教育からの排除」。こ
れは、貧困者は相対的に学歴が低く、その背景
には親の出身階層の影響があるとするものであ
る。第 2に、「企業福祉からの排除」。これは、
貧困者の多くが非正規雇用者であるため、雇用
保険・年金保険・健康保険・時間外手当・有給
休暇・スキルアップの機会等から排除されてい
るということである。第 3に、「家族福祉から
の排除」。これは、貧困者の多くが頼る家族を
もたないことを示している。第 4に、「公的福
祉からの排除」。これは、福祉政策のセーフテ
ィネットがうまく機能していないことを示して
いる。例えば生活保護制度は、日本国憲法が保
障している「健康で文化的な最低限度の生活を
営むため」の最後の砦であるのに、稼動年齢層
の貧困者には受給されにくく、またそもそも、
このような社会福祉制度があること自体を知ら
ない者も多い。そして第 5に、「自己からの排
除」。これは、あまりにも厳しい現実が続いた
ため、貧困者自身が自分に自信をもつことがで
きず、自暴自棄になりやすいことを示してい
る。また、貧困者は自分自身を客観的にみるこ
とができず、世間からの「貧困＝自己責任」と
の考え方を容易に受け入れてしまう。よって、
貧困状態にあることを「自分の努力が足りない
からだ」と捉え、それを政策の不備として捉え
ることができない。
このような状況の中で、非正規雇用の労働者
である赤木智弘が、衝撃的な論文を発表し、
様々な議論を呼んだ。赤木（2008）は、自身が
就職氷河期世代に学校を卒業したため、正規雇
用者として就職できず、学卒以来コンビニでア
ルバイトをしている。将来の希望もなく、現在
の状態では、結婚もあきらめている。現在は親

立花直樹・田中秀和�低所得者層の現状と社会福祉的課題

― １５３ ―



と同居しているからよいが、親が亡くなったら
生活していけないので、自殺するしかないと考
えている。また、太平洋戦争中に政治学者の丸
山眞男が陸軍 2等兵として戦場に送られ、そこ
で中学校も卒業していない 1等兵に徹底的にい
じめにあったことを挙げ、戦争中であれば世の
中が混乱し、このようなこともあるとして、自
身も丸山のような世間的に著名な学者をひっぱ
たきたいとするものであると主張する28）。さら
に赤木（2007）は現在にも将来にも希望がな
い、こんな生活が続くぐらいなら、戦争が起き
て社会が混乱したほうがまだ望みがあると述べ
ている。そして、フリーターが餓死しても「自
己責任」で終るが、兵隊が戦死すると「英雄扱
い」されるからその方が余程ましであるという
のが赤木の主張である29）。
上記の赤木（2007、2008）の主張は極端では
あるが、今日の非正規雇用者の中には少なから
ず共感を覚える者もいると思われる。これまで
みてきたように、今日のように低所得者、非正
規雇用者、貧困者が増加したのは、政策の不備
が原因であるにも関わらず、政府はそれに対
し、継続的な政策を行っていないのが現状であ
る。それどころか、上記のような低所得者、非
正規雇用者、貧困者を生み出した格差社会につ
いて、格差があって何が悪いかと開き直る政治
家までいる。貧困研究者の岩田（2007）は、
「不思議なことであるが、日本では格差社会論
はあるが、これまで本格的な貧困論は必ずしも

展開されてこなかった」と述べている30）。日本
は社会主義国家ではないのであるから、格差が
消滅することはあり得ないし、格差が完全にな
くなることがよいことであるとも筆者は考えな
い。しかし、経済不況下における格差の拡大と
低所得者層の固定化は大きな問題であり、貧困
の問題は明確に顕在化している。
しかし、格差と貧困は別である。「貧困」と

は、貧困を強いられている人々の生活を「あっ
てはならない状況である」と社会が価値判断す
ることによって初めて発見・認識されるもので
ある。日本国憲法第 25条によって、全ての国
民は「健康で文化的な生活」を営む権利を有し
ている。決して生命を維持する権利ではない。
貧困とは、政策が正しく行われることによっ
て、解決されなければならない問題である。非
正規雇用者の多くは、低所得者層であり、間違
いなく貧困問題に直面している。非正規雇用制
度が貧困問題を増幅させているのであれば、非
正規雇用制度は、生存権を侵害している可能性
が十分に考えられる。
さらに日本国憲法第 14条 1項では、「すべて
国民は、法の下に平等であって、人種、信条、
性別、社会的身分又は門地により、政治的、経
済的又は社会的関係において、差別されな
い。」と謳われ、国による「平等」の保障を定
義している。
脇田（2008）は、派遣労働という非正規雇用
制度が生み出す権利侵害について、派遣先によ

表 9 日本における派遣労働者の権利侵害について

①権利濫用的な中途解約（差替え要求）
②実際の就業条件と関連文書との食違い
③派遣先からの業務変更指示（文書外）と業務過重
④安全衛生上の保護・安全健康配慮義務不遵守（派遣労働者の労災多発、過労死・過労自殺例まで発生）
⑤セクハラ、パワハラ、いじめ（人権無視＝物扱い）
⑥事業場での過半数労働者代表選出からの排除（とくに、36協定。安全衛生では法規制があるのに事実
上排除）

⑦派遣先での組合活動保障なし
⑧福利厚生上の差別
⑨派遣先での研修なし 等

出典：脇田滋「第 3章 労働者派遣（直接雇用の原則の侵食）について」『労働総研クォタリー No.71』
労働運動総合研究所．p 43, 200831）
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る横暴で一方的な行為が蔓延している状況を以
下のように指摘している31）〔表 9参照〕。
つまり、多くの派遣労働者は、過去に採用さ
れた多くの正規労働者と同様または同様以上の
学歴を満たしながらも、非正規雇用という屈辱
を味わい、低所得による貧困生活に直面し、
「表 9」にあるような様々な権利侵害が横行し
ていることで、三重苦を強いられている。憲法
で「平等」を保障しながら、政策実態として
「不平等」を促進している矛盾が、非正規雇用
者に三重苦として大きく圧し掛かっている。

Ⅵ 社会福祉的課題

それでは、これまで述べてきたような、低所
得・非正規労働・貧困・権利侵害・不平等に対
して、セーフティネットとして機能すべき「社
会福祉」は現在どのような対応をしているので
あろうか。
上記のような状態の中で、社会福祉が行える
役割のひとつは福祉教育の充実である。本稿の
中でも、低所得者と関連して、生活保護制度が
登場したが、果たして、世間一般の方々は生活
保護制度について正しい理解をしているであろ
うか。仮に低所得状態に追いこまれた人であっ
ても、「日本には生活保護制度があること」を
正しく理解していれば、生活していくことは可
能である。これを本稿で登場した湯浅の「溜
め」理論に当てはめると、「生活保護制度」を
正しく理解することで、知識という「溜め」が
できることになる。この課題を達成するため
に、社会福祉士をはじめとするソーシャルワー
カーは今日の日本社会の現状を正確に捉え、低
所得者、非正規雇用者や貧困者が自己責任のみ
でそうなったのではないとう認識をもつ必要が
ある。
福祉教育の実践例として、反貧困ネットワー
クが 2008（平成 20）年 3月 29日に東京都千代
田区の区立神田一橋中学校を借りて『反貧困フ
ェスタ 2008－貧困をどう伝えるか－』を開催
した32）。反貧困ネットワークは、人間らしい生

活と労働の保障を実現し貧困問題を社会的・政
治的に解決することを目的として、ホームレス
・フリーター・派遣労働者・シングルマザーな
どの貧困当事者や支援者が、それぞれの抱える
問題の枠を越え、また、政治的立場を超えて、
2007（平成 19）年 10月に結成したネットワー
クである。貧困問題を解決するためには、貧困
に陥っている当事者以外の者にも貧困の実態を
正確に伝え、それを共有することが必要であ
る。貧困の実態を多くの人々が理解すること
は、問題解決の第 1歩になると思われる。上記
の会は主催者の予想を大きく上回り、「90」を
超える団体と「1,600」を超える人々が参加し
た。今後もこのような取組みが増えていくこと
が望まれる。
低所得、非正規労働、貧困、権利侵害等の問
題は、ひとつの世代だけの問題ではない。青木
（2003）はソーシャルワークの視点から「貧困
の世代的再生産」の課題に取り組むとすれば、
「われわれは、家族の中に社会の矛盾が縮図化
され、対立が表れ、その中の矛盾の認識を互い
にするということで家族に関係者として関わ
り、困難を個別家族としてはね返していくこと
ができない場合、それを援助していく必要があ
る」と述べている33）。
井上（1997）は、「歴史的に、不平等に関し

て最も問題とされてきたのは、富の不平等、す
なわち貧困であり、社会福祉の最大の対象課題
は貧困である。」と指摘し、さらに「現代で
は、貧困を根底にしながら、重層的な差別＝不
平等が生み出され人間の尊厳が侵害されてい
る。重層的な差別の克服（平等の実現）こそ、
現代社会福祉の課題である。」と論じてい
る34）。
一方、古川（2006）は、格差・不平等と社会
福祉の関わりについて、「この問題を解決する
には社会福祉の力だけでなく、他の一般社会サ
ービス（あるいは一般公共政策）との調整・連
携・協働が不可欠である」と述べている35）。で
は、公共政策にはどのようなものがあるのであ
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ろうか。
山田（2004）は、「格差社会に対する公共政

策として、世代間の助け合いを最も必要として
いるのは若者である」として、高齢者に年金制
度があるように若者にも「逆年金」制度の導入
を提案している36）。さらに山田（2009）は、社
会保障制度の構造転換の二つの課題として「①
ワーキングプアの処遇」「②ライフコース不確
実化への対応」を挙げ、「年金マイレージ制」
を提唱している37）。また、橘木（2006）は、貧
困者の数をできるだけゼロに近づける努力が格
差社会には必要であると述べ、その具体的な取
組み策として、職務給制度の導入、ワークシェ
アリング、最低賃金制度の改善を挙げてい
る38）。一方、阿部（2006）は、自身が体験した
不安定労働を通じて格差社会を改めて認識し、
「『13歳のハローワーク』に代表されるような
無責任な自己実現を促す職業教育に問題があ
る」とし、「職業教育を行う場合には、生涯年
収やその職業の安定性・将来性なども同時に書
き添えておくべきである」としている39）。
さらに、非正規雇用の増大は労働者自らが選
択したものでなく、そうならざると得なかった
のであるから、今後は政策によって、正規労働
を望む者には、正規労働を行う職場を提供する
ことも必要である。
さらに本田（2005）は、若者の雇用問題に関
して、「学校経由の就職」にその問題点を発見
し、それを越える政策を提案している。具体的
には、「①新規学卒労働市場の自由化」「②職場
体験学習・試行的雇用の推進」「③生涯学習の
奨励」「④キャリア教育＝職業意識啓発の強
調」「⑤若者に総合的な就業支援を提供するた
めの新しい機関の設置」である40）。労働政策研
究・研修機構研究員の原（2005）は、この問題
について、「キャリア教育やインターンシップ
を積極的に活用するなど、できるだけ多くの適
性・適職を発見する機会を就職希望者に提供す
る取組みが有効である」としている41）。
最後に、社会福祉専門職である社会福祉士や

ソーシャルワーカーに求められる役割について
検討する。
辰己（2000）は、21世紀の福祉専門職に求

められる資質として「Head（知識）」「Hand

（技術）」「Heart（価値観・倫理観）」「Health

（健康）」「Human-relationship（人間関係）」に加
えて、「Human-rights（人権意識）」の獲得を挙
げている42）。
日本社会福祉士会が 1995（平成 7）年 1月に
採択し、2005（平成 17）年 6 月に改定した
「社会福祉士の倫理綱領」の中で、社会福祉士
の「価値と原則」「社会に対する倫理責任」が
明示されている。「価値と原則」では「（社会正
義）ソーシャルワーカーは、差別、貧困、抑
圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、
平等、共生に基づく社会正義の実現を目指す」
ことが謳われ、「社会に対する倫理責任」では
「（ソーシャルインクルージョン）社会福祉士
は、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、
暴力、環境破壊などから守り、包含的な社会を
目指すよう努める」「（社会への働きかけ）社会
福祉士は、社会に見られる不正義の改善と利用
者の問題解決のため、利用者や他の専門職等と
連帯し、効果的な方法により社会に働きかけ
る」ことが謳われている。
日本ソーシャルワーカー協会が、2005（平成

17）年 5月に承認した「ソーシャルワーカーの
倫理綱領」の中でも、社会福祉士の倫理綱領と
同様に、ソーシャルワーカーの「価値と原則」
「社会に対する倫理責任」が明示されている。
また、2009（平成 21）年度から社会福祉士

養成カリキュラムが改められ、新たに「就労支
援サービス」が必修科目として教育されること
になった。關は、同科目のテキストの中で、上
記で述べた湯浅の「溜め」の考え方を引用し、
「特に、社会福祉資源の充実やエンパワメント
において、同行者・支援者として『溜め』を拡
充し、深化させることの重要性を実感する」と
述べている43）。このようなテキストによって、
将来、社会福祉士となる人びとが「溜め」の考
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え方を身に付け、実践に生かすことが期待され
る。
さらに、多くの社会福祉施設で非正規職員の
割合がむやみに促進される現状に対し、社会福
祉従事者は「①常態化した非正規雇用が人権侵
害に当たること」「②正規職員の雇用割合を増
やし、ケアの質を高めること」を専門職団体や
福祉当事者と団結して完全を求めていくための
ソーシャルアクションも必要ではないだろう
か。
この様に、貧困に対する問題の解決に向けた
社会福祉士やソーシャルワーカーの責務がはっ
きりと社会に発信されていることからも、社会
福祉士をはじめとした、社会福祉専門職や社会
福祉学研究者はアドボケイト（権利擁護の代弁
者）として、生活保護制度等のセーフティネッ
トがしっかりと機能しているか監視を行い、生
活保護制度が適正に受給できるよう支援を行う
必要がある。特に、生活保護費以下で生活して
いる貧困層（低所得者層）に対して、必要な公
的支援制度がしっかり機能し、希望すれば速や
かにきっちりと生活保護が受給できるよう、社
会福祉専門職・団体は、国や自治体に対して、
はっきりと働きかける必要がある。しかし、セ
ーフティネットは、最低限の生活維持するため
の制度にしかすぎず、格差・貧困の解決策にな
るわけではない。そのため、今日の日本社会の
現状を踏まえ、低所得者並びに非正規雇用者や
貧困者の声を代弁し、また、雇用側の都合で退
職を余儀なくされた全ての雇用者が、失業保険
や生活支援制度を適正に受給できる仕組みを作
るとともに、非正規雇用を推進する社会的枠組
みを変えるために、社会福祉士は他の専門職や
労働組合等と連携を図り、正規雇用に転換する
為のアドボカシー実践やソーシャルアクション
を行っていく必要がある。
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